
後期高齢者

支援金分

（単位：円）

       区    分 改定前 改定後 増　減

所得割額（％） 2.29 2.29 0.00

均 等 割 額 12,900 12,900 0

課税限度額 220,000 240,000 20,000

基 礎 控 除 430,000 430,000

（単位：円）

所　　　得　　　金　　　額

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯

改定前 22万円到達 9,473,669 8,910,350 8,347,031 7,783,712

改定後 24万円到達 10,347,031 9,783,712 9,220,394 8,657,075

873,362 873,362 873,363 873,363

（単位：円）

給　　　　与　　　　収　　　　入

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯

改定前 22万円到達 11,423,669 10,860,350 10,297,031 9,733,712

改定後 24万円到達 12,297,031 11,733,712 11,170,394 10,607,075

873,362 873,362 873,363 873,363

※この所得及び収入金額以上の世帯は、限度額超過世帯となる。

課税限度額到達の所得金額等  

 区    分

増　　減

 区    分

増　　減

※限度到達金額は、各世帯ごとに、令和６年度の税率で計算した場合に限度額に達する所得及び給与収入の金額である。
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